
令和８年度
学校教育説明会

札幌市立真栄小学校

～どの子も安心して通える学校

～未来に生きる確かな力を身に付ける学校

みんな輝け！真栄の子



学校長挨拶

石田 愉良



令和８年度 教育課程の変更点

・日課表の一部見直し
→登校時間は８時15分～８時25分
→朝の会 ８時30分～８時３５分

８時25分までの登校にご協力ください

・参観懇談の際、該当学年以外は通常授業

・すぐーる配信、HPの充実（R7より引き続き）



課題探究的な学習の推進

学ぶ力の育成～学習活動の充実

意欲・向上心

学び合いを大切にした授業



仲間と協力 役割を果たす

豊かな心の育成～学校行事を通して



優しい先輩

自分の役割を考え 行動する高学年の育成

いちょうっ子活動

あこがれる後輩

めあてをもって進んで活動できる低中学年の育成

委員会・クラブ

豊かな心の育成～異学年交流を通して

思いやりの心
自分から行動



健やかな体の育成～安心・安全・健康

【３つのあ】 あいさつ あそび あるきかた

あいさつウィーク
外遊びウィーク
歩き方ウィーク の実施



小中一貫した教育・幼保小連携

信頼される学校づくり

児童・保護者・教職員のつながり
PTA・地域の方々のつながり
1人ひとりを大切にした学び



1年生「なかよし」



２年生「にこにこ」



３年生「やってみよう」



たんぽぽ学級
「チャレンジャー」



４年生「I（あい）」



５年生「High Five!」



６年生「幸導」

行動

考動

口動

向動

光動



外国語専科授業の実施

安藤先生

エイミー先生

外国語専科 ３・４・５・６年生で実施

外国語教室の活用



どうぞよろしくお願いいたします

学びのサポーター・相談支援パートナー

スクールカウンセラー
髙橋先生

板倉先生 今野先生 大野先生

スクールソーシャルワーカー
芳賀先生



■札幌市が目指すいじめ防止のビジョン
（札幌市いじめの防止等のための基本的な方針より）

いじめは、相手の人間性とその尊厳を踏みにじる

「人権侵害行為」で許されるものではない

いじめはどの子どもにも、
どの学校でも起こり得るものである

学校・家庭・地域総ぐるみで

いじめは「しない・させない・許さない」
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いじめ防止対策推進法（平成25年法第71号）
■いじめの定義

いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）

第二条（定義）
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍す

る学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にあ
る他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為
（インターネットを通じて行われるものを含む。）であっ
て、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じて
いるものをいう
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法の正しい理解に基づく適切な対応



社会通念上のいじめ
「力の差」 「継続的に」
「集団で」 「意図的に」 など

法律上のいじめ

■法律上のいじめと社会通念上のいじめ
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良かれと思って手伝ってあげた
としても…
相手が苦痛に感じてしまうと…



「いじめの未然防止」

「早期発見」

「いじめへの対処」

■いじめの防止等のために

「いじめゼロ」

ではなく

『いじめ見逃しゼロ』
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法的な
いじめの定義への理解



■学校いじめ対策組織による対応
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・いじめの認知や対応等について、担任などの特定の
教職員で行うのではなく、学校いじめ対策組織で行う！

・「学校外(塾や少年団、児童会館等)でのいじめ」、
「インターネットによるいじめ」も対象として対応する！

・いじめへの対処についても、保護者と連携して、
学校いじめ対策組織で対応する！



お子様のことでご心配なことがあれば、遠慮なくいつでも
ご相談ください。

～学校いじめ防止基本方針～
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本校ホームページに掲載されています。

■学校・家庭・地域で子どもたちを見守る



■札幌市が目指すいじめ防止のビジョン
（札幌市いじめの防止等のための基本的な方針より）

いじめは、相手の人間性とその尊厳を踏みにじる

「人権侵害行為」で許されるものではない

いじめはどの子どもにも、
どの学校でも起こり得るものである

学校・家庭・地域総ぐるみで

いじめは「しない・させない・許さない」
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令和８年度も
本校の教育活動に
ご理解・ご協力をお願いします

引き続き、学級懇談会を行います。


